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む
す
び
に
か
え
て

著
者
は
本
書
の
刊
行
に
先
立
ち
、
儀
式
を
主
題
に
据
え
た
「
『
内
裏
儀

式
』
元
旦
受
賀
群
臣
朝
賀
式
に
み
え
る
大
極
殿
」
（
『
日
本
歴
史
』
八
一

―
一
号
、
二

0
一
六
年
）
を
発
表
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
著
者
の
研

究
を
受
け
て
進
展
し
た
儀
式
研
究
も
、
い
ま
な
お
多
く
の
課
題
を
残
し

て
い
る
と
い
え
よ
う
。

本
書
は
そ
の
書
名
に
あ
る
通
り
、
平
安
時
代
の
宮
廷
儀
式
を
主
題
と

し
て
い
る
が
、
そ
の
変
容
は
国
家
意
識
や
宮
廷
社
会
そ
の
も
の
の
変
容

を
意
味
す
る
と
結
論
づ
け
て
お
り
、
ま
た
鎌
倉
時
代
以
降
の
有
職
故
実

に
つ
い
て
の
展
望
を
も
示
し
て
い
る
。
今
後
当
該
分
野
の
研
究
を
進
め

て
い
く
う
え
で
必
読
の
書
と
な
る
こ
と
は
疑
い
な
く
、
幅
広
い
分
野
の

読
者
が
本
書
を
手
に
取
る
こ
と
を
望
み
た
い
。

以
上
、
本
書
の
概
要
を
紹
介
す
る
と
と
も
に
、
著
者
の
見
解
に
対
す

る
愚
見
を
述
べ
た
。
評
者
の
勉
強
不
足
に
よ
り
誤
解
や
妄
評
が
あ
る
か

と
憫
れ
る
が
、
著
者
な
ら
び
に
読
者
諸
賢
の
ご
海
容
を
請
う
こ
と
と
し

て
憫
筆
す
る
。

（二

0
一
六
年
五
月
刊
、
二
六
九
頁
、
同
成
社
、
定
価
六

0
0
0
円
、
税

別）

序
章

第
一
部

豊
臣
権
威
の
確
立
と
大
名
序
列
の
形
成

1
本
書
の
内
容

本
書
の
構
成
は
左
の
通
り
で
あ
る
。

本
書
は
、
豊
臣
政
権
の
研
究
を
着
実
に
積
み
重
ね
て
き
た
著
者
に
よ

る
、
第
一
論
文
集
で
あ
る
。
近
年
、
豊
臣
期
に
関
す
る
論
文
集
の
刊
行

が
柑
次
い
で
お
り
（
跡
部
伯
『
豊
臣
政
権
の
権
力
構
造
と
天
皇
』
戎
光

祥
出
版
、
二

0
一
六
年
・
片
山
正
彦
『
豊
臣
政
権
の
東
国
政
策
と
徳
川

氏
』
思
文
閣
出
版
、
二

0
一
七
年
）
、
当
該
分
野
の
研
究
成
果
が
ま
と
め

ら
れ
つ
つ
あ
る
こ
と
は
大
変
喜
ば
し
い
こ
と
と
い
え
よ
う
。
既
に
藤
田

恒
春
氏
と
池
享
氏
に
よ
る
的
確
な
書
評
が
出
さ
れ
て
お
り
（
『
織
豊
期

研
究
』
一
八
・
『
歴
史
学
研
究
』
九
五
四
）
、
学
界
で
も
注
目
さ
れ
て
い

る
著
書
で
あ
る
。

谷

堀
越
祐
一
著

『
豊
臣
政
権
の
権
力
構
造
』

徹

也
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豊
臣
期
に
お
け
る
武
家
官
位
制
と
氏
姓
授
与

豊
臣
政
権
の
支
配
秩
序
—
清
華
成
大
名
の
政
治
的
性
格
に

つ
い
て
1

第
一
部
「
太
閤
•
関
白
体
制
」
期
に
お
け
る
政
治
権
力
構
造

第
一
章
文
禄
期
に
お
け
る
豊
臣
蔵
入
地
ー
関
白
秀
次
蔵
入
地
を
中

、L
こ

ー

,
1
 

第
二
章
太
閤
•
関
白
間
に
お
け
る
情
報
伝
達
の
構
造
ー
木
下
吉

隆
・
駒
井
重
勝
の
動
向
を
中
心
に
1

第
三
章
秀
次
事
件
を
め
ぐ
る
諸
問
題

第
一
一
一
部
「
五
大
老
」
・
「
五
奉
行
」
の
成
立
と
政
治
権
力
構
造

第
一
章
豊
臣
「
五
大
老
」
・
「
五
奉
行
」
に
つ
い
て
の
再
検
討
ー
そ

の
呼
称
に
関
し
て
1

第
二
章
知
行
充
行
状
に
み
る
豊
臣
「
五
大
老
」
の
性
格

第
三
章
豊
臣
「
五
奉
行
」
の
政
治
的
位
置

補
論
「
毛
利
家
文
書
」
に
残
る
二
通
の
起
請
文
前
書
案

第
四
部
関
ヶ
原
合
戦
と
そ
の
後
の
情
勢

第
一
章
関
ヶ
原
合
戦
と
家
康
の
政
権
奪
取
構
想

第
二
章
「
豊
臣
体
制
」
の
解
体
過
程

補
論
豊
国
社
臨
時
祭
に
み
る
徳
川
・
豊
臣
の
関
係

終
章序

章
で
は
、
豊
臣
秀
吉
の
迅
速
な
天
下
統
一
を
可
能
に
し
た
、
大
名

第
一
章

第
二
章

へ
の
寛
容
さ
と
天
皇
権
威
の
活
用
に
注
目
し
、
そ
こ
か
ら
旧
戦
国
大
名

の
政
権
へ
の
内
在
と
武
家
官
位
制
・
氏
姓
授
与
と
い
う
二
つ
の
研
究
課

題
を
抽
出
す
る
。
ま
た
、
秀
吉
と
秀
次
・
大
名
と
の
関
係
、
及
び
秀
吉

没
後
の
「
五
大
老
」
「
五
奉
行
」
の
権
限
や
家
康
の
構
想
を
考
察
し
、
政

権
構
造
を
解
明
す
る
こ
と
を
目
標
に
掲
げ
る
。

第
一
部
第
一
章
で
は
、
豊
臣
姓
・
羽
柴
名
字
と
官
位
と
の
関
連
を
考

察
し
、
前
史
と
し
て
木
下
名
字
を
授
与
し
て
い
た
こ
と
、
豊
臣
氏
長

者
・
羽
柴
宗
家
・
関
白
ー
豊
臣
姓
・
羽
柴
庶
家
・
公
家
成
以
上
'
|
豊
臣

姓
・
非
羽
柴
家
・
諸
大
夫
成
ー
非
豊
臣
姓
・
非
羽
柴
家
・
無
位
無
官
と

い
う
序
列
が
形
成
さ
れ
た
こ
と
を
指
摘
し
、
豊
臣
授
姓
が
羽
柴
名
字
授

与
の
前
提
条
件
で
あ
っ
た
と
推
測
し
、
公
家
成
大
名
は
御
一
家
、
諸
大

夫
は
郎
党
で
あ
り
、
両
者
は
断
絶
し
て
い
た
と
結
論
づ
け
る
。

第
二
部
第
一
―
章
で
は
、
「
武
家
清
華
家
」
に
つ
い
て
、
公
家
と
同
じ
く

七
家
が
基
準
で
あ
っ
た
と
推
測
す
る
。
公
家
成
大
名
と
の
区
別
も
困
難

で
あ
り
、
あ
く
ま
で
も
武
家
の
地
位
向
上
の
た
め
に
儀
礼
上
創
出
さ
れ

た
と
み
る
。
彼
ら
へ
の
地
域
分
掌
体
制
は
非
常
時
の
軍
事
指
揮
権
に
限

定
さ
れ
て
い
た
と
考
え
、
政
権
の
性
格
を
大
名
連
合
と
す
る
矢
部
健
太

郎
氏
の
議
論
を
退
け
、
秀
吉
専
制
と
評
価
す
る
。

第
二
部
第
一
章
で
は
、
秀
次
蔵
入
地
の
実
態
を
究
明
し
、
関
白
任
官

前
は
宿
老
に
支
配
が
委
任
さ
れ
て
い
た
が
、
任
官
後
は
秀
次
直
臣
層
に

移
っ
た
こ
と
や
、
そ
の
性
格
は
公
儀
性
を
有
さ
ず
、
大
名
領
と
類
似
し

て
い
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
秀
吉
の
名
護
屋
在
陣
時
に
は
秀
吉
蔵
入
地
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も
秀
次
側
が
把
握
し
て
い
た
可
能
性
と
、
帰
陣
後
は
逆
に
秀
吉
側
が
秀

次
蔵
入
地
へ
の
関
与
を
深
め
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

第
二
部
第
二
章
で
は
、
秀
吉
と
秀
次
の
情
報
伝
達
を
復
元
。
直
臣
層

同
士
の
や
り
と
り
が
最
も
多
く
、
そ
の
中
心
は
駒
井
重
勝
と
木
卜
古
隆

で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
、
秀
次
側
は
秀
吉
の
動
向
に
注
意
を
払
っ
て
お

り
、
関
白
と
し
て
の
職
務
に
つ
い
て
は
秀
吉
に
伺
い
を
立
て
て
い
た
と

み
る
。第

二
部
第
三
章
で
は
、
秀
次
が
自
ら
の
無
実
を
証
明
す
る
た
め
に
切

腹
し
た
と
す
る
矢
部
氏
の
説
や
、
徳
川
家
康
•
前
田
利
家
を
「
二
大
老
」

と
評
価
す
る
跡
部
信
氏
の
説
を
受
け
、
秀
次
失
脚
が
弟
・
秀
保
の
死
と

関
連
し
て
い
た
可
能
性
や
、
「
五
大
老
」
の
成
立
は
文
禄
四
年
(
-
五
九

五
）
で
は
な
く
、
慶
長
三
年
(
-
五
九
八
）
の
秀
吉
の
死
の
直
前
で
あ

り
、
利
家
が
旧
戦
国
大
名
の
家
康
の
対
抗
馬
と
し
て
「
一
一
大
老
」
に
引

き
立
て
ら
れ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。

第
一
一
一
部
第
一
章
で
は
、
「
五
大
老
」
が
「
奉
行
」
、
「
万
奉
行
」
が
「
年

寄
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
と
す
る
阿
部
勝
則
氏
の
議
論
を
当
時
の
史
料
か

ら
再
検
討
し
、
石
田
一
一
一
成
ら
政
権
の
吏
僚
層
は
「
五
大
老
」
を
「
奉
行
」
、

「
五
奉
行
」
を
「
年
寄
」
と
呼
び
、
家
康
や
そ
の
与
党
は
「
五
奉
行
」
を

「
奉
行
」
と
呼
ん
で
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
「
五
奉
行
」
ら
の
意

図
は
家
康
ら
の
政
治
的
地
位
向
上
を
防
ぎ
、
自
ら
を
奉
行
人
的
位
置
づ

け
か
ら
脱
却
さ
せ
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
推
測
し
、
そ
う
し
た
政
治
体
制

を
「
奉
行
I

年
寄
体
制
」
と
み
な
す
。

第
三
部
第
一
一
章
で
は
、
「
五
大
老
」
の
知
行
充
行
状
を
分
析
し
、
そ
の

大
半
が
安
堵
で
あ
り
、
秀
頼
の
意
を
奉
じ
る
性
格
を
有
し
て
い
た
こ

と
、
充
行
の
決
定
権
は
実
質
的
に
は
「
五
奉
行
」
に
あ
り
、
「
五
大
老
」

は
強
大
な
権
限
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
れ
に
反
発

す
る
家
康
が
他
の
「
大
老
」
不
在
時
に
加
増
を
行
っ
た
と
評
価
す
る
。

同
第
一
こ
章
で
も
、
「
五
奉
行
」
は
「
五
大
老
」
に
従
属
し
て
い
た
わ
け
で

は
な
く
、
蔵
入
地
支
配
や
知
行
充
行
を
主
導
し
て
い
た
と
結
論
づ
け

る。第
一
一
一
部
補
論
で
は
、t
利
耀
元
が
徳
川
家
康
•
前
田
利
家
に
提
出
し

た
起
請
文
前
書
を
見
た
石
田
三
成
は
、
自
身
ら
に
向
け
た
起
請
文
に
具

体
的
な
協
力
関
係
を
強
調
す
る
文
言
を
加
え
さ
せ
た
と
推
測
し
、
輝
元

が
三
成
の
指
示
に
従
っ
て
い
た
こ
と
を
ホ
す
。

第
四
部
第
一
章
で
は
、
家
康
が
「
奉
行
ー
年
寄
体
制
」
を
打
倒
し
て
、

政
権
奪
取
を
目
指
す
過
程
を
検
討
。
三
成
失
脚
後
に
家
康
の
権
勢
が
飛

躍
的
に
拡
大
し
、
そ
の
後
は
他
の
「
大
老
」
を
屈
服
さ
せ
る
方
向
へ
と

進
み
、
「
三
奉
行
」
も
家
康
に
従
う
よ
う
に
な
る
が
、
三
成
の
挙
兵
後
は

「
二
大
老
」
「
三
奉
行
」
ら
が
公
儀
軍
と
な
り
、
家
康
は
賊
軍
に
な
っ
た

と
す
る
。

第
四
部
第
一
―
章
で
は
、
権
限
・
権
威
に
よ
る
政
治
的
優
位
と
蔵
入
地

に
よ
る
経
済
的
優
位
を
有
す
る
「
豊
臣
体
制
」
を
家
康
が
い
か
に
鮒
体

し
て
い
っ
た
の
か
を
考
察
す
る
。
豊
臣
家
と
関
白
職
を
切
り
離
し
、
武

家
官
位
制
を
掌
握
・
改
変
し
て
、
豊
臣
「
氏
爵
」
を
無
実
化
。
ま
た
、
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知
行
充
行
権
の
抑
止
と
諸
役
賦
課
権
の
否
定
も
進
め
、
豊
臣
氏
の
権

限
・
権
威
を
剥
奪
し
た
。

第
四
部
補
論
で
は
、
慶
長
九
年
の
豊
国
杜
臨
時
祭
か
ら
徳
川
・
豊
臣

両
家
の
力
関
係
を
分
析
し
、
豊
臣
家
が
希
望
し
、
経
費
を
負
担
し
た
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
実
際
の
準
備
は
徳
川
家
側
が
主
導
し
、
統
制
し
て
い

こ
3

t
 終

章
で
は
、
本
書
で
提
示
し
た
論
点
を
時
期
と
序
章
の
課
題
に
沿
っ

て
ま
と
め
直
し
、
豊
臣
政
権
は
秀
吉
と
そ
の
側
近
で
あ
る
奉
行
人
に
権

力
が
集
中
し
て
い
る
た
め
、
そ
の
研
究
を
進
展
さ
せ
る
必
要
性
を
述
べ

る。

2
本
書
の
成
果
と
雑
感

本
書
の
特
徴
と
し
て
は
何
と
い
っ
て
も
、
実
証
の
重
視
が
挙
げ
ら
れ

る
。
収
集
し
た
関
係
史
料
を
時
期
ご
と
に
区
分
し
て
、
対
象
の
実
態
や

前
後
に
お
け
る
変
化
を
分
析
す
る
と
い
う
堅
実
な
手
法
が
本
書
で
は
貫

か
れ
て
お
り
、
第
一
「
部
第
一
章
こ
そ
、
そ
の
精
髄
と
い
え
よ
う
。
「
五
大

老
」
と
「
五
奉
行
」
の
呼
称
を
手
掛
か
り
に
、
秀
吉
死
後
の
政
治
抗
争

の
背
景
に
あ
る
徳
川
家
康
・
石
田
三
成
ら
の
思
惑
ー
政
権
内
に
自
ら
を

い
か
に
位
置
づ
け
る
か
ー
を
扶
り
出
し
た
本
章
は
、
第
五
回
日
本
歴
史

学
会
賞
を
受
賞
す
る
な
ど
、
高
い
評
価
を
得
て
い
る
。

ま
た
、
権
威
と
権
力
の
両
面
に
目
配
り
を
し
て
い
る
点
も
重
要
な
特

徴
で
あ
る
。
研
究
の
細
分
化
が
進
み
に
つ
れ
、
研
究
対
象
は
そ
の
い
ず

れ
か
に
偏
り
が
ち
で
あ
る
が
、
著
者
は
前
後
の
時
代
の
成
果
も
取
り
入

れ
な
が
ら
、
ハ
ラ
ン
ス
よ
く
両
者
を
追
究
し
て
い
る
。
そ
の
主
な
関
心

は
特
に
身
分
格
式
（
氏
姓
授
与
・
武
家
官
位
）
と
所
領
管
理
（
蔵
入
地

支
配
・
知
行
充
行
）
に
お
か
れ
て
い
る
が
、
伝
統
的
な
枠
組
を
活
用
し

つ
つ
、
実
質
的
な
支
配
も
進
め
て
い
っ
た
豊
臣
政
権
の
特
質
を
捉
え
る

こ
と
に
成
功
し
て
い
る
。

例
え
ば
、
第
一
部
第
一
章
で
は
、
慶
長
五
年
正
月
の
津
軽
為
信
の
任

官
が
源
姓
、
す
な
わ
ち
非
豊
臣
姓
に
よ
る
任
官
の
復
活
で
あ
っ
た
と
い

う
重
要
な
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。
豊
臣
政
権
の
原
則
を
は
み
出
そ
う

と
す
る
家
康
の
志
向
性
が
、
関
ヶ
原
の
戦
い
以
前
に
お
い
て
確
認
で
き

る
貴
厘
な
事
例
に
敷
え
ら
れ
よ
う
。

た
だ
し
、
秀
吉
死
後
の
家
康
の
行
動
す
べ
て
を
「
野
心
」
や
「
専
横
」

に
結
び
付
け
て
評
価
し
て
い
る
点
に
つ
い
て
は
、
や
や
疑
問
が
残
る
。

従
来
か
ら
、
家
康
が
政
権
を
寡
奪
し
よ
う
と
し
、
三
成
ら
は
そ
れ
に
反

発
す
る
た
め
に
関
ヶ
原
の
戦
い
を
引
き
起
こ
し
た
と
い
う
見
方
は
根
強

い
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
見
方
は
三
成
挙
兵
後
の
「
内
府
ち
が
い
の

条
々
」
に
引
き
ず
ら
れ
す
ぎ
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
慶
長
四
年
九
月

に
家
康
が
大
坂
入
城
を
果
し
た
段
階
で
も
、
当
時
の
大
名
た
ち
は
「
秀

頼
様
御
為
」
に
「
大
下
之
御
仕
置
」
を
定
め
た
も
の
と
見
て
い
た
（
拙

稿
「
秀
吉
死
後
の
豊
臣
政
権
」
「
日
本
史
研
究
』
六
一
七
、
二

0
一
四

年
）
。
よ
っ
て
、
周
囲
の
家
康
へ
の
期
待
や
失
望
と
、
そ
れ
に
対
す
る
家

康
の
苦
慮
や
打
算
も
含
め
て
総
合
的
に
権
力
掌
握
の
過
程
を
解
明
す
る
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の
が
肝
要
で
あ
ろ
う
。

朝
鮮
被
虜
人
の
姜
流
は
、
家
康
が
「
秀
吉
の
生
き
て
い
た
時
に
は
大

変
衆
〔
人
の
〕
心
を
得
た
が
、
秀
吉
に
代
わ
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
、

倭
〔
人
の
〕
望
み
に
そ
わ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
」
と
い
う
噂
を
書
き

留
め
て
い
る
（
『
看
羊
録
』
）
。
ま
た
、
三
成
失
脚
後
に
は
、
加
藤
清
正
ら

が
家
康
に
反
目
し
、
逆
に
―
―
一
成
や
大
谷
吉
継
ら
は
家
康
に
協
働
す
る
姿

勢
を
見
せ
て
い
た
（
水
野
伍
貴
「
佐
和
山
引
退
後
に
お
け
る
石
田
―
―
一
成

の
動
期
」
『
秀
吉
死
後
の
権
力
闘
争
と
関
ヶ
原
前
夜
』
日
本
史
史
料
研
究

会
企
画
部
、
―

1
0
一
六
年
、
初
出
―

-
0
-
0
年
）
。
こ
こ
か
ら
、
公
儀
の

後
見
役
と
し
て
政
権
の
均
衡
を
保
と
う
と
す
る
家
康
の
腐
心
の
程
が
う

か
が
わ
れ
よ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
場
面
ご
と
の
対
処
や
正
当
性

の
獲
得
の
延
長
線
上
に
、
著
者
の
指
摘
す
る
新
た
な
志
向
性
の
胎
動
を

読
み
取
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か

Q

ま
た
、
家
康
は
秀
吉
死
後
に
諸
大
名
か
ら
起
請
文
を
提
出
さ
せ
る

際
、
宛
名
を
自
身
以
外
に
し
て
い
た
こ
と
も
注
目
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

有
馬
則
頼
・
今
井
宗
薫
•
新
庄
直
頼
・
山
岡
景
友
•
岡
江
雪
斎
・
金
森

長
近
と
い
っ
た
法
体
・
茶
人
な
ど
の
御
咄
衆
を
は
じ
め
、
徳
川
家
中
の

榊
原
康
政
、
豊
臣
家
中
の
池
田
照
政
が
そ
の
宛
名
と
な
っ
て
い
た
。
家

康
は
秀
吉
生
前
か
ら
御
咄
衆
と
交
流
を
行
な
っ
て
お
り
、
「
内
府
ち
が

い
の
条
々
」
が
出
さ
れ
た
後
も
、
山
岡
ら
を
通
し
て
諸
大
名
と
連
絡
を

取
り
合
っ
て
い
た
（
（
慶
長
五
年
）
七
月
―
-
+
―
―
一
日
付
徳
川
家
康
書
状

「
山
崎
治
男
氏
所
蔵
文
書
」
『
徳
川
家
康
文
書
の
研
究
』
中
・
（
同
年
）
八

月
一
日
付
家
康
書
状
「
個
人
蔵
文
書
」
『
脇
坂
家
文
書
集
成
』
な
ど
）
。

家
康
は
、
取
次
だ
け
で
な
く
、
御
咄
衆
を
も
自
ら
の
影
響
下
に
編
成
す

る
こ
と
で
、
対
大
名
交
渉
を
円
滑
に
進
め
て
い
た
の
で
あ
る
。
な
お
、

榊
原
康
政
は
在
京
中
の
家
康
に
近
侍
し
て
い
た
た
め
、
大
谷
吉
継
と
共

に
前
田
利
長
家
老
の
証
人
を
江
戸
に
送
る
際
の
伝
馬
人
足
に
つ
い
て
諸

大
名
に
依
頼
し
た
他
、
京
都
に
お
け
る
訴
訟
窓
口
と
し
て
も
期
待
さ
れ

る
存
在
で
あ
っ
た
（
（
慶
長
五
年
）
四
月
二
十
六
日
付
大
谷
吉
継
・
榊

原
康
政
連
署
状
「
延
岡
堀
家
文
書
」
「
堀
家
の
歴
史
』
・
「
鹿
苑
日
録
』
慶

長
四
年
六
月
五
日
条
）
。
こ
う
し
た
交
渉
を
通
じ
て
家
康
の
正
当
性
や

影
響
力
が
拡
大
し
て
い
っ
た
と
捉
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

さ
て
、
本
書
で
は
近
年
提
唱
さ
れ
て
い
る
政
権
に
関
す
る
重
要
な
論

点
に
対
し
て
、
新
た
に
章
を
設
け
る
な
ど
し
て
、
言
及
が
な
さ
れ
て
い

る
こ
と
も
注
目
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
そ
う
し
た
面
か
ら
考
え
て
も
、
序

章
で
詳
細
な
研
究
史
整
理
が
行
わ
れ
て
い
な
い
の
が
惜
し
ま
れ
る
。
豊

臣
期
の
研
究
は
膨
大
で
あ
り
、
政
権
を
論
じ
た
も
の
に
限
っ
て
も
、
そ

の
す
べ
て
を
ま
と
め
る
の
に
は
大
変
な
労
力
が
か
か
る
た
め
、
難
し
い

の
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
せ
め
て
矢
部
健
太
郎
氏
や
跡
部
信
氏

ら
の
研
究
と
、
そ
れ
ら
が
前
提
と
し
て
い
る
研
究
史
に
つ
い
て
、
著
者

の
整
理
を
拝
読
し
て
み
た
か
っ
た
と
い
う
の
が
本
音
で
あ
る
。

こ
の
点
に
関
連
し
て
疑
問
を
差
し
挟
む
と
、
政
権
の
性
格
を
評
価
す

る
際
に
、
秀
吉
専
制
と
大
名
連
合
を
「
二
者
択
一
」
と
捉
え
る
の
は
果
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た
し
て
妥
当
な
の
だ
ろ
う
か
。
か
か
る
問
題
は
か
つ
て
よ
り
集
権
・
分

権
論
と
し
て
、
政
権
の
党
派
抗
争
と
絡
め
て
理
解
が
な
さ
れ
て
き
た

（
朝
尾
直
弘
「
豊
臣
政
権
論
」
「
朝
尾
直
弘
著
作
集
』
第
三
巻
、
岩
波
書

店
、
二

0
0
四
年
、
初
出
一
九
六
三
年
）
。
し
か
し
、
豊
臣
政
権
は
大
名

の
分
国
支
配
を
基
盤
と
し
つ
つ
、
中
央
で
の
権
カ
・
権
威
を
確
立
し
て

い
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
秀
吉
専
制
（
集
権
）
と
大
名
連
合
（
分
権
）
の

両
側
面
が
、
政
権
の
中
で
矛
盾
な
く
同
居
し
て
い
た
れ
ば
こ
そ
、
秀
吉

は
あ
れ
だ
け
短
時
間
で
天
下
を
統
一
で
き
た
の
で
あ
ろ
う
。
本
書
の
成

果
に
学
べ
ば
、
む
し
ろ
そ
の
よ
う
に
理
解
す
る
の
が
自
然
と
思
わ
れ

る。
以
上
、
非
オ
を
顧
み
ず
、
愚
見
を
書
き
連
ね
た
。
疵
瑕
は
あ
っ
た
と

て
、
本
書
が
豊
臣
政
権
研
究
の
進
展
を
よ
く
表
す
好
著
で
あ
る
こ
と
に

は
間
違
い
な
い
。
多
く
の
読
者
の
手
に
渡
る
こ
と
を
顧
っ
て
、
欄
筆
し

た
い
。

(
A
5
版
、
二
九
八
頁
、
吉
川
弘
文
館
、
二

0
一
六
年
一
―
一
月
、
八
五
〇

0
円
＋
税
）


